
 

○ 予算決算常任委員会運営要領の一部改正案新旧対照表 

 

 改  正  案 現     行 

（分科会の設置） （分科会の設置） 

２ 委員会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所管は、 
委員会の所管のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる部局等に関連するものとする。 
 

名  称 所   管 
総務地域連携分科会 総務部 地域連携部 選挙管理委員会 

収用委員会 他の分科会の所管に属しないもの 
戦略企画雇用経済分科会 戦略企画部 雇用経済部 出納局 議会事務局

監査委員 人事委員会 労働委員会   
環境生活農林水産分科会 環境生活部 農林水産部 海区漁業調整委員会 

内水面漁場管理委員会 
健康福祉病院分科会 健康福祉部 病院事業庁 
防災県土整備企業分科会 防災対策部 県土整備部 企業庁 
教育警察分科会 教育委員会 公安委員会 
 
 
(1)～(4) （略） 

 
  

２ 委員会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所管は、 
委員会の所管のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる部局等に関連するものとする。 
 

名  称 所   管 
政策総務分科会 政策部 総務部 出納局 監査委員  

人事委員会 選挙管理委員会 収用委員会 
他の分科会の所管に属しないもの 

防災農水商工分科会 防災危機管理部 農水商工部  
海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 

生活文化環境森林分科会 生活・文化部 環境森林部 労働委員会 
健康福祉病院分科会 健康福祉部 病院事業庁 
県土整備企業分科会 県土整備部 企業庁 
教育警察分科会 教育委員会 公安委員会 
 

 

 (1)～(4) （略） 

  

 


